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ディップ株式会社



連結注記表
1.　連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項
①連結子会社の数 １社

連結子会社の名称 DIP Labor Force Solution 投資事業有限責任組合

②非連結子会社の状況
主要な非連結子会社の名称 DIP America, Inc.
連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、連結計算書類に重要な影
響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。

(2) 持分法の適用に関する事項
①持分法を適用した関連会社の数　３社

関連会社の名称 hachidori株式会社
アイセールス株式会社
TRUNK株式会社

持分法の適用範囲の変更 当連結会計年度より、株式会社GAUSSと株式会社ジョリーグッドは、実
質影響力基準による関連会社に該当しなくなったため、持分法適用の範囲
から除外しております。また、Marketing-Robotics株式会社は、アイセ
ールス株式会社に名称変更しております。

②持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況
主要な会社の名称 DIP America, Inc.

Bioworks株式会社
持分法を適用しない理由 各社の当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微
であり、かつ全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外し
ております。

③持分法適用手続きに関する特記事項
持分法適用会社のうち、決算日が異なる会社については、直近の財務諸表を使用しております。
なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。



(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社であるDIP Labor Force Solution 投資事業有限責任組合の決算日は11月30日であります。
連結計算書類の作成に当たっては同決算日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な
取引については、連結上必要な調整を行っております。

(4) 会計方針に関する事項
①重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のないもの 移動平均法による原価法

ロ．たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 最終仕入原価法に基づく原価法

（連結貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切
り下げの方法により算定）

②重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産 建物は定額法、建物以外については主として定率法を採用して

おります。但し、2016年４月１日以降に取得した建物附属設
備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 ３年～47年
工具器具及び備品 ２年～20年

ロ．無形固定資産 定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（５年）に基づいております。



③重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を勘案して回収不能見込額を計上して
おります。

ロ．返金引当金 看護師転職サービス「ナースではたらこ」における人材紹介手
数料の将来の返金等に備えるため、将来発生すると見込まれる
返金額を計上しております。

ハ．賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき
支給見込額を計上しております。

ニ．株式給付引当金 株式付与規程に基づく従業員への当社株式の給付に備えるた
め、当連結会計年度末において従業員に割り当てられたポイン
トに応じて、見込額を計上しております。

ホ．役員株式給付引当金 株式報酬規程に基づく取締役への当社株式の給付に備えるた
め、当連結会計年度末の在任取締役に割り当てられたポイント
に応じて、見込額を計上しております。

へ．契約損失引当金 外部取引先との契約の残存期間に発生する損失に備えるため、
将来負担すると見込まれる損失額を見積計上しております。

④その他連結計算書類の作成のための重要な事項
イ．消費税等の会計処理 税抜方式を採用しております。

ロ．関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
譲渡制限付株式報酬制度 当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の取締役（社外取

締役を除く）及び従業員に支給した報酬等については、対象勤務
期間にわたって費用処理しております。



勘定科目 当連結会計年度
投資有価証券（非上場株式等） 5,610,455千円

2.　表示方法の変更
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）

　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を当連結会計
年度から適用し、会計上の見積りに関する注記を記載しております。

（連結貸借対照表）
　前連結会計年度において区分掲記しておりました投資その他の資産の「長期前払費用」（前連結会計年度
1,825,956千円）については、金額が僅少となったため、当連結会計年度においては投資その他の資産の
「その他」に含めて表示しております。
　前連結会計年度において流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「未払金」（前連結会計年度
1,745,153千円）は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。

3. 会計上の見積りに関する注記
非上場株式等の評価

(1)  当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（注）当該投資有価証券（非上場株式等）は、当社が設立出資した持分法非適用子会社株式および持分法
適用関連会社株式は含めておりません。

(2)  会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
　非上場株式等は、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券であり、取得原価をもって
連結貸借対照表価額としております。当社グループは、投資先企業の将来成長による超過収益力を見込
んで、財務諸表から得られる１株当たりの純資産額を基礎とした金額に比べ相当程度高い価額で株式等
の取得を行っており、投資先企業の超過収益力等に毀損が生じた際に、これを反映した実質価額が取得
価額の50%程度以上低下している場合は、非上場株式等の減損処理を行うこととしています。
　投資先企業の投資時における超過収益力の毀損の有無を検討するにあたっては、事業計画の達成状
況、将来の成長性、業績に関する見通しや資金調達の状況等を総合的に勘案し、検討を行っておりま
す。投資先企業にはベンチャー企業等が含まれ、これらの投資先の中長期の事業計画には、投資先が属
する市場の成長やマーケットシェアの拡大見込が含まれることから高い不確実性が伴います。将来の成
長性、業績に関する見通しなどの見積りが変化した場合には、翌連結会計年度の連結計算書類に影響を
及ぼす可能性があります。



4.　追加情報
（株式付与ＥＳＯＰ信託制度について）

　当社は、当社従業員の労働意欲・経営参画意識の向上を促すとともに株式価値の向上を目指した経営を一
層推進することにより、中長期的な企業価値を高めることを目的とした信託型の従業員インセンティブ・プ
ラン「株式付与ＥＳＯＰ信託」制度を2012年５月より導入しております。

(1) 制度の概要
　当社従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社が当社株式の取得資金を拠出する
ことにより信託を設定します。当該信託は予め定める株式付与規程に基づき当社従業員に交付すると
見込まれる数の当社株式を、株式市場から予め定める取得期間中に取得します。その後、当該信託は
株式付与規程に従い、信託期間中の従業員の等級や勤続年数に応じた当社株式及びその売却代金に相
当する金銭を、在職時又は退職時に無償で従業員に交付及び給付します。

(2) 信託に残存する自社の株式
　株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除
く。）により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数
は、当連結会計年度100,161千円、1,562,485株であります。

（役員報酬ＢＩＰ信託制度について）
　当社は、取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。）を対象に、当社の中長期的な企業
価値向上への貢献意欲を高め、株主との利害を共有することを目的として、「役員報酬ＢＩＰ信託」制度
を2016年８月より導入しております。なお、2021年６月22日開催の取締役会にて本制度の延長を決議
しております。

(1) 制度の概要
　取締役のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社が当社株式の取得資金を拠出すること
により信託を設定します。当該信託は予め定める株式報酬規程に基づき当社取締役に交付すると見込
まれる数の当社株式を、当社からの第三者割当により取得します。その後、当該信託は株式報酬規程
に従い、一定の受益者要件を満たす取締役に対して、毎事業年度における業績指標等に応じて決定さ
れる株数の当社株式及び売却代金に相当する金銭を退任等による受益権確定日に交付及び給付しま
す。



(2) 信託に残存する自社の株式
　役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）
により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当
連結会計年度311,652千円、100,706株であります。

（従業員に対する譲渡制限付株式報酬制度について）
　当社は、当社従業員（以下、「対象従業員」という。）のモチベーションをこれまで以上に高め、企業
ビジョン"Labor force solution company"の実現を目指し、株主の皆様との価値共有をより一層すす
め、従業員一人ひとりが社会価値と経済価値の最大化に取り組むことを目的とした「譲渡制限付株式報
酬」制度（以下、「本制度」という。）を2020年８月より導入しております。なお、2021年６月22日
開催の取締役会にて2020年４月２日以降に入社した従業員及び同年５月以降の昇格者への割当てを実施
することを決議しております。

(1)  制度の概要
　対象従業員は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、
当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。なお、本制度により当社が対象従業
員に対して発行又は処分する譲渡制限付株式の１株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業
日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、そ
れに先立つ直近取引日の終値。）を基礎として当該譲渡制限付株式を引き受ける対象従業員に特に有
利な金額とならない範囲において、取締役会が決定します。
　また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象従業員との間で譲渡
制限付株式割当契約を締結しており、その内容としては、①対象従業員は、一定期間、譲渡制限付株
式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をして
はならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含ま
れることとしております。



(2)  譲渡制限の解除条件
　対象従業員が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、使用人そ
の他これに準ずる地位のいずれかの地位にあることを在籍条件とし、職位等条件及び下記に定める業
績条件に基づき、本割当株式の全部又は一部について、本譲渡制限期間の満了時点（それに先立ち
2025年２月期決算短信が公表された場合は、当該公表時点。）で譲渡制限を解除し、譲渡制限が解
除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得するものといたします。
　ただし、対象従業員が、取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に、当
社の取締役、取締役を兼務しない執行役員及び使用人その他これに準ずる地位のいずれの地位からも
退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必
要に応じて合理的に調整するものといたします。

　なお、業績条件に関する詳細は下記の通りといたします。

a.DX事業本部に所属する対象従業員
2025年２月期決算短信に開示されるDX事業の売上高及び営業利益の目標達成度に応じて、譲渡制
限を解除します。なお、目標値は売上高450億円、営業利益108億円といたします。

b.DX事業本部以外に所属する対象従業員
2025年２月期決算短信に開示される連結売上高及び連結営業利益（非連結の場合は、個別売上高
及び個別営業利益）の目標達成度に応じて、譲渡制限を解除します。なお、目標値は売上高1,000
億円、営業利益300億円といたします。

(3)  対象従業員が所有する株式の総数
983,499株



（役員に対する譲渡制限付株式報酬制度について）
　当社は、2021年５月26日開催の当社第24期定時株主総会において、当社取締役（社外取締役を除
く。以下、「対象取締役」という。）が、企業ビジョン"Labor force solution company"の実現を目指
して株主の皆様との価値共有をより一層すすめ、当社の社会価値と経済価値の最大化に取り組むことを目
的として、譲渡制限付株式（業績等条件付）を活用した役員報酬制度（以下、「本制度」という。）を導
入すること、並びに、本制度に基づき対象取締役に対する譲渡制限付株式を用いた報酬等として支給する
金銭債権の総額を年額900,000千円以内として設定することにつき、承認されております。ただし、当該
金銭債権の総額は、原則として、４事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して支給するこ
とを想定しており、実質的には１事業年度あたり225,000千円を超えない範囲での支給に相当いたしま
す。
　なお、譲渡制限付株式の割当てにつきまして、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡
制限付株式の総数は350,000株を上限（原則として、４事業年度にわたる職務執行の対価に相当する株式
数を一括して割り当てることを想定しており、実質的には１事業年度あたり87,500株（発行済株式数の
0.15%に相当）を超えない範囲での割当てに相当いたします。）とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制
限期間を４年間の間で取締役会が定める期間（以下、「譲渡制限期間」という。）とすること等につき、
ご承認をいただいております。

(1)  制度の概要
　対象取締役は、当社取締役会決議に基づき、当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産と
して払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。なお、譲渡制限付株式
の１株当たりの払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京
証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取
引日の終値。）を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額となら
ない範囲で当社取締役会において決定します。
　また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡
制限付株式割当契約を締結しており、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株
式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をして
はならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含ま
れることとしております。



(2)  譲渡制限の解除条件
　対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は当社子会社の取締役その他これに準ず
る地位のいずれかの地位にあることを在籍条件とし、職位条件及び下記に定める業績条件に基づき、
本割当株式の全部または一部について、本譲渡制限期間の満了時点（それに先立ち2025年２月期決
算短信が公表された場合は、当該公表時点を予定）で譲渡制限を解除し、譲渡制限が解除されない本
割当株式について、当社は当然に無償で取得するものといたします。
　ただし、対象取締役が、取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社
の取締役及び当社子会社の取締役その他これに準ずる地位のいずれの地位からも退任又は退職した場
合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に
調整するものといたします。
　なお、業績条件に関しては、2025年２月期決算短信に開示される連結売上高及び連結営業利益
（非連結の場合は、個別売上高及び個別営業利益）の目標達成度に応じて、譲渡制限を解除するもの
といたします。なお、目標値は売上高1,000億円、営業利益300億円といたします。

(3)  対象取締役が所有する株式の総数
160,000株

（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて）
　新型コロナウイルス感染症（以下、「本感染症」という。）の拡大を受けて、顧客企業からの求人広告
出稿にも影響がでるなど、当社グループの事業活動に影響を及ぼしておりましたが、2021年９月30日を
もって緊急事態宣言、2022年３月21日をもってまん延防止等重点措置が解除されたほか、ワクチン接種
の進展等もあり、売上高は回復基調に転じております。
　当面の間は新たな変異株の出現等により、本感染症の国内感染者数が増減を繰り返すことが想定される
ものの、2023年２月期においては本感染症の再拡大による影響は縮小していくものと想定されます。
　しかしながら、本感染症の収束時期等を正確に予測することは極めて困難であるため、固定資産の減損
及び繰延税金資産の回収可能性、投資有価証券の評価等の会計上の見積りについては、本感染症の影響が
2023年２月期以降も一定期間継続すると仮定し、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づき行って
おります。

（関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続について）
　「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年
３月31日）を当連結会計年度の年度末に係る連結計算書類から適用し、関連する会計基準等の定めが明
らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続を開示しております。



当座貸越極度額の総額 10,000,000千円
貸出コミットメントラインの総額 30,000,000千円
借入実行残高 -千円
差引額 40,000,000千円

5.　連結貸借対照表に関する注記
当座貸越契約及びコミットメントライン契約
　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行との間で当座貸越契約を締結しております。
　また、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関３社とコミットメントライン契約
を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高は、次のとおりで
あります。

　上記のコミットメントライン契約には、次の財務制限条項が付されており、下記条項の全てに抵触した
場合には、借入先からの請求により、一括返済することになっております。

当連結会計年度（2022年２月28日）
①　連結会計年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を０円以上に維持

すること。
②　連結会計年度末日における連結の損益計算書に記載される営業損益（または税引後当期損益）の金

額を２期連続して赤字としないこと。



場所 用途 種類 減損損失
東京都江東区 DX事業用資産 ソフトウエア等 170,196千円

6.　連結損益計算書に関する注記
(1) 契約損失引当金繰入額

　DX事業で実施しているライセンスの仕入契約の残存期間に発生する損失に備えるため、将来負担すると
見込まれる損失額を見積計上したことによるものであります。

(2) 前渡金評価損
　DX事業で実施しているライセンスの仕入販売取引において、収益が見込めなくなったことによるもので
あります。

(3)  減損損失
①減損損失を認識した資産

②減損損失の認識に至った経緯
当初想定していた収益が見込めなくなったため、減損損失を認識しております。

③資産のグルーピング方法
減損会計の適用にあたっては、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位によって資産のグ

ルーピングを行っております。

④回収可能価額の算定方法
当該資産の回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値が

マイナスであるため、回収可能価額を零として評価しております。



株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普　通　株　式 60,140,000株 －株 －株 60,140,000株

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普　通　株　式 4,815,802株 116,167株 560,032株 4,371,937株

譲渡制限付株式の無償取得による増加 89,527株
単元未満株式の買取り請求による増加 140株
ＢＩＰ信託による自己株式の取得 26,500株

ストックオプションの行使による減少
株式付与ＥＳＯＰ信託口の株式売却又は交付による減少

184,300株
81,755株

ＢＩＰ信託継続に伴う自己株式処分による減少
譲渡制限付株式の交付による減少

26,500株
267,477株

・配当金の総額 1,654,236千円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 29円
・基準日 2021年２月28日
・効力発生日 2021年５月27日

7.　連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注1）自己株式の変動事由の概要
増加株式数の内訳は、次のとおりであります。

減少株式数の内訳は、次のとおりであります。

（注2）当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株式数に含まれている株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社の株式数
は、期首1,644,240株、期末1,562,485株であり、役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社の株式数は、期首74,206株、期
末100,706株であります。

(3) 剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

2021年４月７日開催の取締役会決議による配当に関する事項

（注）配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式1,644,240株に対する配当金47,682千円及び役員
報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社株式74,206株に対する配当金2,151千円を含めております。



・配当金の総額 1,550,158千円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 27円
・基準日 2021年８月31日
・効力発生日 2021年11月18日

・配当金の総額 1,952,662千円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 34円
・基準日 2022年２月28日
・効力発生日 2022年５月25日

2021年10月14日開催の取締役会決議による配当に関する事項

（注）配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式1,603,265株に対する配当金43,288千円及び役員
報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社株式100,706株に対する配当金2,719千円を含めております。

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
2022年４月14日開催の取締役会において次のとおり付議いたします。

（注）配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式1,562,485株に対する配当金53,124千円及び役員
報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社株式100,706株に対する配当金3,424千円を含めております。

(4) 当連結会計年度の末日における新株予約権(権利行使期間の初日が到来していないものを除く)の目的とな
る株式の種類及び数

普通株式　　　　157,600株



8.　金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用については主に短期的な預金等に限定し、必要資金については銀行から
の借入により調達しており、設備投資等が発生した場合は、必要に応じて長期借入により資金調達す
る方針であります。

②　金融商品の内容及びリスク並びにリスクの管理体制
　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関し
ては、当社グループの与信管理規程に従い残高管理を行うとともに、財務状況の悪化等による回収懸
念の早期把握を行うことでリスクの軽減を図っております。また、長期貸付金は貸付先の信用リスク
に晒されておりますが、定期的に財務状況を把握することで財務状況等の悪化等による回収懸念の早
期把握や軽減を図っております。
　営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日であります。
　変動金利の借入金については、金利の変動リスクに晒されております。なお、当連結会計年度末現
在、借入残高はありません。



連結貸借対照表計上額
(千円)(※1)

時価
(千円)(※1)

差額
(千円)

① 現金及び預金 16,569,547 16,569,547 －
② 受取手形及び売掛金 4,885,098

貸倒引当金(※2) △114,967
4,770,131 4,770,131 －

③ 長期貸付金 300,000 313,662 13,662
資産計 21,639,678 21,653,341 13,662

④ 買掛金 (398,655) (398,655) －
⑤ 未払金 (3,255,421) (3,255,421) －
⑥ 未払法人税等 (2,127,770) (2,127,770) －

負債計 (5,781,846) (5,781,846) －

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2022年２月28日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。((注
2)を参照ください。)

（※1）負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
（※2）受取手形及び売掛金に対する貸倒引当金を控除して記載しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法
①　現金及び預金　②　受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。

③　長期貸付金
　この時価は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せ
した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

④　買掛金　⑤　未払金　⑥　未払法人税等
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。



区分 連結貸借対照表計上額(千円)(※)
子会社株式 33,312
関連会社株式 247,941
その他有価証券 5,610,455

区分 1年以内
(千円)

1年超5年以内
(千円)

5年超10年以内
(千円)

現金及び預金 16,569,547 － －
受取手形及び売掛金 4,885,098 － －
長期貸付金 － 300,000 －

合計 21,454,646 300,000 －

(1) １株当たり純資産額 581円26銭
(2) １株当たり当期純利益 62円77銭

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（※）市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることができず時価を把握することが極めて困難と認められます。

(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額

9.　１株当たり情報に関する注記

（注）１株当たり情報の算定に用いられた普通株式の発行済株式総数及び期中平均株式数からは、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有
する当社株式の数（当連結会計年度末1,562,485株、期中平均株式数1,612,025株）及び役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する
当社株式の数（当連結会計年度末100,706株、期中平均株式数87,419株）を控除しております。

10.　重要な後発事象に関する注記
　該当事項はございません。

※ 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示してお
ります。



個別注記表
1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式並びに関係会社出資金 移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされ

るもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎と
し、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

その他有価証券
時価のないもの 移動平均法による原価法

②　たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 最終仕入原価法に基づく原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの
方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産 建物は定額法、建物以外については主として定率法を採用しており

ます。但し、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構
築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～47年
構築物 15年～40年
工具器具及び備品 ２年～20年

②　無形固定資産 定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
期間（５年）に基づいております。



(3) 引当金の計上基準
①　貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を勘案して回収不能見込額を計上しております。

②　返金引当金 看護師転職サービス「ナースではたらこ」における人材紹介手数料
の将来の返金等に備えるため、将来発生すると見込まれる返金額を
計上しております。

③　賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計
上しております。

④　株式給付引当金 株式付与規程に基づく従業員への当社株式の給付に備えるため、当
期末において従業員に割り当てられたポイントに応じて、見込額を
計上しております。

⑤　役員株式給付引当金 株式報酬規程に基づく取締役への当社株式の給付に備えるため、当
期末の在任取締役に割り当てられたポイントに応じて、見込額を計
上しております。

⑥　契約損失引当金 外部取引先との契約の残存期間に発生する損失に備えるため、将来
負担すると見込まれる損失額を見積計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
①　消費税等の会計処理 税抜方式を採用しております。

②　関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
譲渡制限付株式報酬制度 当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の取締役（社外取締

役を除く）及び従業員に支給した報酬等については、対象勤務期間
にわたって費用処理しております。



勘定科目 当事業年度
投資有価証券（非上場株式等） 4,454,285千円
関係会社株式（非上場株式等） 102,863千円
関係会社出資金（DIP Labor 

Force Solution投資事業有限責任
組合への出資）

1,607,155千円

2.　表示方法の変更
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）

　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を当事業年度
から適用し、会計上の見積りに関する注記を記載しております。

3. 会計上の見積りに関する注記
非上場株式等の評価

(1)  当事業年度の計算書類に計上した金額

（注）当該関係会社株式（非上場株式等）は、当社が設立出資した子会社株式は含めておりません。

(2)  会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
　非上場株式等は、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券であり、取得原価をもって貸
借対照表価額としております。当社及びDIP Labor Force Solution投資事業有限責任組合（以下：投資事
業組合）は、非上場企業に対して投資先企業の将来成長による超過収益力を見込んで、財務諸表から得ら
れる１株当たりの純資産額を基礎とした金額に比べ相当程度高い価額で株式等の取得を行っており、投資
先の超過収益力等に毀損が生じた際に、これを反映した実質価額が取得価額の50%程度以上低下している
場合は、非上場株式等の減損処理を行うこととしています。
　関係会社出資金は、入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を貸借対照表価額としており、投
資事業組合が保有する非上場株式等の減損損失は、投資事業組合運用損益を通じて、当社の損益に反映さ
れます。
　投資先企業の投資時における超過収益力の毀損の有無を検討するにあたっては、事業計画の達成状況、
将来の成長性、業績に関する見通しや資金調達の状況等を総合的に勘案し、検討を行っております。投資
先企業にはベンチャー企業等が含まれ、これらの投資先の中長期の事業計画には、投資先が属する市場の
成長やマーケットシェアの拡大見込が含まれることから高い不確実性が伴います。将来の成長性、業績に
関する見通しなどの見積りが変化した場合には、翌事業年度の計算書類に影響を及ぼす可能性がありま
す。



4. 追加情報
（株式付与ＥＳＯＰ信託制度について）

　当社は、当社従業員の労働意欲・経営参画意識の向上を促すとともに株式価値の向上を目指した経営を
一層推進することにより、中長期的な企業価値を高めることを目的とした信託型の従業員インセンティ
ブ・プラン「株式付与ＥＳＯＰ信託」制度を2012年５月より導入しております。

(1) 制度の概要
　当社従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社が当社株式の取得資金を拠出する
ことにより信託を設定します。当該信託は予め定める株式付与規程に基づき当社従業員に交付すると
見込まれる数の当社株式を、株式市場から予め定める取得期間中に取得します。その後、当該信託は
株式付与規程に従い、信託期間中の従業員の等級や勤続年数に応じた当社株式及びその売却代金に相
当する金銭を、在職時又は退職時に無償で従業員に交付及び給付します。

(2) 信託に残存する自社の株式
　株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除
く。）により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数
は、当事業年度100,161千円、1,562,485株であります。

（役員報酬ＢＩＰ信託制度について）
　当社は、取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。）を対象に、当社の中長期的な企業
価値向上への貢献意欲を高め、株主との利害を共有することを目的として、「役員報酬ＢＩＰ信託」制度
を2016年８月より導入しております。なお、2021年６月22日開催の取締役会にて本制度の延長を決議
しております。

(1) 制度の概要
　取締役のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社が当社株式の取得資金を拠出すること
により信託を設定します。当該信託は予め定める株式報酬規程に基づき当社取締役に交付すると見込
まれる数の当社株式を、当社からの第三者割当により取得します。その後、当該信託は株式報酬規程
に従い、一定の受益者要件を満たす取締役に対して、毎事業年度における業績指標等に応じて決定さ
れる株数の当社株式及び売却代金に相当する金銭を退任等による受益権確定日に交付及び給付しま
す。



(2) 信託に残存する自社の株式
　役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）
により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当
事業年度311,652千円、100,706株であります。

（従業員に対する譲渡制限付株式報酬制度について）
　当社は、当社従業員（以下、「対象従業員」という。）のモチベーションをこれまで以上に高め、企業
ビジョン"Labor force solution company"の実現を目指し、株主の皆様との価値共有をより一層すす
め、従業員一人ひとりが社会価値と経済価値の最大化に取り組むことを目的とした「譲渡制限付株式報
酬」制度（以下、「本制度」という。）を2020年８月より導入しております。なお、2021年６月22日
開催の取締役会にて2020年４月２日以降に入社した従業員及び同年５月以降の昇格者への割当てを実施
することを決議しております。

(1)  制度の概要
　対象従業員は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、
当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。なお、本制度により当社が対象従業
員に対して発行又は処分する譲渡制限付株式の１株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業
日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、そ
れに先立つ直近取引日の終値。）を基礎として当該譲渡制限付株式を引き受ける対象従業員に特に有
利な金額とならない範囲において、取締役会が決定します。
　また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象従業員との間で譲渡
制限付株式割当契約を締結しており、その内容としては、①対象従業員は、一定期間、譲渡制限付株
式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をして
はならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含ま
れることとしております。



(2)  譲渡制限の解除条件
　対象従業員が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、使用人そ
の他これに準ずる地位のいずれかの地位にあることを在籍条件とし、職位等条件及び下記に定める業
績条件に基づき、本割当株式の全部又は一部について、本譲渡制限期間の満了時点（それに先立ち
2025年２月期決算短信が公表された場合は、当該公表時点。）で譲渡制限を解除し、譲渡制限が解
除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得するものといたします。
　ただし、対象従業員が、取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に、当
社の取締役、取締役を兼務しない執行役員及び使用人その他これに準ずる地位のいずれの地位からも
退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必
要に応じて合理的に調整するものといたします。

　なお、業績条件に関する詳細は下記の通りといたします。

a.DX事業本部に所属する対象従業員
2025年２月期決算短信に開示されるDX事業の売上高及び営業利益の目標達成度に応じて、譲渡制
限を解除します。なお、目標値は売上高450億円、営業利益108億円といたします。

b.DX事業本部以外に所属する対象従業員
2025年２月期決算短信に開示される連結売上高及び連結営業利益（非連結の場合は、個別売上高
及び個別営業利益）の目標達成度に応じて、譲渡制限を解除します。なお、目標値は売上高1,000
億円、営業利益300億円といたします。

(3)  対象従業員が所有する株式の総数
983,499株



（役員に対する譲渡制限付株式報酬制度について）
　当社は、2021年５月26日開催の当社第24期定時株主総会において、当社取締役（社外取締役を除
く。以下、「対象取締役」という。）が、企業ビジョン"Labor force solution company"の実現を目指
して株主の皆様との価値共有をより一層すすめ、当社の社会価値と経済価値の最大化に取り組むことを目
的として、譲渡制限付株式（業績等条件付）を活用した役員報酬制度（以下、「本制度」という。）を導
入すること、並びに、本制度に基づき対象取締役に対する譲渡制限付株式を用いた報酬等として支給する
金銭債権の総額を年額900,000千円以内として設定することにつき、承認されております。ただし、当該
金銭債権の総額は、原則として、４事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して支給するこ
とを想定しており、実質的には１事業年度あたり225,000千円を超えない範囲での支給に相当いたしま
す。

　なお、譲渡制限付株式の割当てにつきまして、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡
制限付株式の総数は350,000株を上限（原則として、４事業年度にわたる職務執行の対価に相当する株式
数を一括して割り当てることを想定しており、実質的には１事業年度あたり87,500株（発行済株式数の
0.15%に相当）を超えない範囲での割当てに相当いたします。）とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制
限期間を４年間の間で取締役会が定める期間（以下、「譲渡制限期間」という。）とすること等につき、
ご承認をいただいております。

(1)  制度の概要
　対象取締役は、当社取締役会決議に基づき、当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産と
して払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。なお、譲渡制限付株式
の１株当たりの払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京
証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取
引日の終値。）を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額となら
ない範囲で当社取締役会において決定します。
　また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡
制限付株式割当契約を締結しており、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株
式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をして
はならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含ま
れることとしております。



(2)  譲渡制限の解除条件
　対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は当社子会社の取締役その他これに準ず
る地位のいずれかの地位にあることを在籍条件とし、職位条件及び下記に定める業績条件に基づき、
本割当株式の全部または一部について、本譲渡制限期間の満了時点（それに先立ち2025年２月期決
算短信が公表された場合は、当該公表時点を予定）で譲渡制限を解除し、譲渡制限が解除されない本
割当株式について、当社は当然に無償で取得するものといたします。
　ただし、対象取締役が、取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社
の取締役及び当社子会社の取締役その他これに準ずる地位のいずれの地位からも退任又は退職した場
合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に
調整するものといたします。
　なお、業績条件に関しては、2025年２月期決算短信に開示される連結売上高及び連結営業利益
（非連結の場合は、個別売上高及び個別営業利益）の目標達成度に応じて、譲渡制限を解除するもの
といたします。なお、目標値は売上高1,000億円、営業利益300億円といたします。

(3)  対象取締役が所有する株式の総数
160,000株

（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて）
　新型コロナウイルス感染症（以下、「本感染症」という。）の拡大を受けて、顧客企業からの求人広告
出稿にも影響がでるなど、当社グループの事業活動に影響を及ぼしておりましたが、2021年９月30日を
もって緊急事態宣言、2022年３月21日をもってまん延防止等重点措置が解除されたほか、ワクチン接種
の進展等もあり、売上高は回復基調に転じております。
　当面の間は新たな変異株の出現等により、本感染症の国内感染者数が増減を繰り返すことが想定される
ものの、2023年２月期においては本感染症の再拡大による影響は縮小していくものと想定されます。
　しかしながら、本感染症の収束時期等を正確に予測することは極めて困難であるため、固定資産の減損
及び繰延税金資産の回収可能性、投資有価証券の評価等の会計上の見積りについては、本感染症の影響が
2023年２月期以降も一定期間継続すると仮定し、計算書類作成時に入手可能な情報に基づき行っており
ます。

（関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続について）
　「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年
３月31日）を当事業年度の年度末に係る計算書類から適用し、関連する会計基準等の定めが明らかでな
い場合に採用した会計処理の原則及び手続を開示しております。



当座貸越極度額の総額 10,000,000千円
貸出コミットメントラインの総額 30,000,000千円
借入実行残高 -千円
差引額 40,000,000千円

短期金銭債権 400千円
短期金銭債務 577千円

5. 貸借対照表に関する注記
(1) 当座貸越契約及びコミットメントライン契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行との間で当座貸越契約を締結しております。
　また、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関３社とコミットメントライン契約
を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末における借入未実行残高は、次のとおりであり
ます。

　上記のコミットメントライン契約には、次の財務制限条項が付されており、下記条項の全てに抵触した
場合には、借入先からの請求により、一括返済することになっております。

当事業年度（2022年２月28日）
① 各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を０円以上に維持す

ること。
② 各事業年度末日における連結の損益計算書に記載される営業損益（または税引後当期損益）の金額

を２期連続して赤字としないこと。

(2) 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務



営業取引による取引高
売上高 3,569千円
販売費及び一般管理費 12,028千円

営業取引以外の取引による取引高 1,450千円

場所 用途 種類 減損損失
東京都江東区 DX事業用資産 ソフトウエア等 170,196千円

6. 損益計算書に関する注記
(1)  関係会社との取引高

(2) 契約損失引当金繰入額
　DX事業で実施しているライセンスの仕入契約の残存期間に発生する損失に備えるため、将来負担すると
見込まれる損失額を見積計上したことによるものであります。

(3) 前渡金評価損
　DX事業で実施しているライセンスの仕入販売取引において、収益が見込めなくなったことによるもので
あります。

(4)  減損損失
①減損損失を認識した資産

②減損損失の認識に至った経緯
当初想定していた収益が見込めなくなったため、減損損失を認識しております。

③資産のグルーピング方法
減損会計の適用にあたっては、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位によって資産のグ

ルーピングを行っております。

④回収可能価額の算定方法
当該資産の回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値が

マイナスであるため、回収可能価額を零として評価しております。



株式の種類 当事業年度期首の株式数 増加 減少 当事業年度末の株式数

普　通　株　式 4,815,802株 116,167株 560,032株 4,371,937株

譲渡制限付株式の無償取得による増加 89,527株
単元未満株式の買取り請求による増加 140株
ＢＩＰ信託による自己株式の取得 26,500株

ストックオプションの行使による減少
株式付与ＥＳＯＰ信託口の株式売却又は交付による減少

184,300株
81,755株

ＢＩＰ信託継続に伴う自己株式処分による減少
譲渡制限付株式の交付による減少

26,500株
267,477株

7. 株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注1）自己株式の変動事由の概要
増加株式数の内訳は、次のとおりであります。

減少株式数の内訳は、次のとおりであります。

（注2）当事業年度期首及び当事業年度末の自己株式数に含まれている株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社の株式数は、期首
1,644,240株、期末1,562,485株であり、役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社の株式数は、期首74,206株、期末
100,706株であります。



繰延税金資産
未払事業税 119,086千円
貸倒引当金 38,880千円
減価償却費 27,205千円
減損損失 52,080千円
未払費用 143,717千円
前受収益 146,555千円
返金引当金 6,157千円
賞与引当金 168,791千円
株式給付引当金 24,051千円
役員株式給付引当金 43,244千円
資産除去債務 147,565千円
譲渡制限付株式報酬 297,177千円
関係会社株式評価損 251,492千円
前渡金評価損 41,998千円
契約損失引当金 67,702千円
その他 12,303千円

繰延税金資産合計 1,588,010千円
繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 △95,419千円
繰延税金負債合計 △95,419千円

繰延税金資産の純額 1,492,591千円

8. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳



種類
会社等の名
称または氏

名
所在地

資本金又は
出資金

（千円）
事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)
割合

関連当
事者と
の関係

取引内容 取引金額
(千円) 科目

期末
残高

(千円)

主要
株主
役員

冨田 英揮 － －
当社

代表取締役
社長

(被所有)
直接

0.10%
間接

35.5%

－

金銭報酬債
権の現物出
資に伴う自
己株式の処

分(注1)

101,550 － －

役員 志立 正嗣 － － 当社
代表取締役

(被所有)
直接

0.18%
－

金銭報酬債
権の現物出
資に伴う自
己株式の処

分(注1)

338,500 － －

役員 岩田 和久 － － 当社
取締役

(被所有)
直接

0.43%
－

金銭報酬債
権の現物出
資に伴う自
己株式の処

分(注1)

101,550 － －

9. 関連当事者との取引に関する注記。
　役員及び主要株主等

（注1）譲渡制限付株式報酬制度に伴う、金銭報酬債権の現物出資によるものであります。自己株式の処分価額は取締役会決議日の
直前営業日（2021年７月６日）の東京証券取引所における当社の普通株式の終値3,385円としております。



(1) １株当たり純資産額 590円64銭
(2) １株当たり当期純利益 64円99銭

10. １株当たり情報に関する注記

（注）１株当たり情報の算定に用いられた普通株式の発行済株式総数及び期中平均株式数からは、株式付与ＥＳＯＰ信託口が
所有する当社株式の数（当事業年度末1,562,485株、期中平均株式数1,612,025株）及び役員報酬ＢＩＰ信託口が所有
する当社株式の数（当事業年度末100,706株、期中平均株式数87,419株）を控除しております。

11. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はございません。

※　貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。


